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衆
議
院
議
員
家
西
悟
君
提
出
生
命
保
険
の
運
用
利
回
り
（
予
定
利
率
）
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
三
月
末
時
点
に
お
け
る
各
生
命
保
険
会
社
の
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
・
マ
ー
ジ
ン
比
率
に
つ
い
て
は
、
ア
イ
エ
ヌ
ジ

ー
生
命
保
険
株
式
会
社
は
千
三
百
十
七
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
あ
い
お
い
生
命
保
険
株
式
会
社
は
千
九
百
九
十
五
・
七
パ
ー
セ

ン
ト
、
あ
お
ば
生
命
保
険
株
式
会
社
は
四
百
六
十
八
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
ア
ク
サ
グ
ル
ー
プ
ラ
イ
フ
生
命
保
険
株
式
会
社
は

三
百
九
十
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
ア
ク
サ
生
命
保
険
株
式
会
社
は
八
百
四
十
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
朝
日
生
命
保
険
相
互
会

社
は
三
百
六
十
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ァ
ミ
リ
ー

ラ
イ
フ

ア
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス

カ
ン
パ
ニ
ー

オ
ブ

コ

ロ
ン
バ
ス
は
千
二
百
九
十
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
ア
メ
リ
カ
ン

ラ
イ
フ

イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス

カ
ン
パ
ニ
ー
は
千
百
五

十
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
エ
イ
ア
イ
ジ
ー
・
ス
タ
ー
生
命
保
険
株
式
会
社
は
千
二
百
六
十
七
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
オ
リ
ッ
ク

ス
生
命
保
険
株
式
会
社
は
八
百
十
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
カ
ー
デ
ィ
フ
・
ア
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
ヴ
ィ
は
八
百
八
十
・
七
パ
ー

セ
ン
ト
、
共
栄
火
災
し
ん
ら
い
生
命
保
険
株
式
会
社
は
二
千
三
百
五
十
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
ク
レ
デ
ィ
・
ス
イ
ス
生
命
保

険
株
式
会
社
は
千
六
百
七
十
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
ジ
ー
・
イ
ー
・
エ
ジ
ソ
ン
生
命
保
険
株
式
会
社
は
九
百
十
一
・
七
パ
ー

セ
ン
ト
、
ジ
ブ
ラ
ル
タ
生
命
保
険
株
式
会
社
は
千
百
二
十
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ア
生
命
保
険
株
式
会
社
は
一

一



万
三
千
九
百
六
十
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
住
友
生
命
保
険
相
互
会
社
は
四
百
九
十
七
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
ソ
ニ
ー
生
命
保
険

株
式
会
社
は
千
三
百
五
十
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
損
保
ジ
ャ
パ
ン
・
デ
ィ
ー
・
ア
イ
・
ワ
イ
生
命
保
険
株
式
会
社
は
千
八
百

九
十
八
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
損
保
ジ
ャ
パ
ン
ひ
ま
わ
り
生
命
保
険
株
式
会
社
は
千
二
百
六
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
第
一
生
命
保

険
相
互
会
社
は
五
百
四
十
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
大
同
生
命
保
険
株
式
会
社
は
八
百
六
十
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
太
陽
生
命
保

険
株
式
会
社
は
六
百
八
十
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ラ
イ
フ
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
・
リ
ミ

テ
ッ
ド
は
二
千
八
百
三
十
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
テ
ィ
・
ア
ン
ド
・
デ
ィ
・
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
生
命
保
険
株
式
会
社
は
千
三
十

三
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
東
京
海
上
あ
ん
し
ん
生
命
保
険
株
式
会
社
は
千
九
百
十
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
日
動
生
命
保
険
株
式

会
社
は
二
千
二
百
八
十
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
日
本
興
亜
生
命
保
険
株
式
会
社
は
二
千
七
百
四
十
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
日

本
生
命
保
険
相
互
会
社
は
六
百
三
十
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
生
命
保
険
株
式
会
社
は
千
百
九
十
二
・
二
パ
ー

セ
ン
ト
、
ピ
ー
シ
ー
エ
ー
生
命
保
険
株
式
会
社
は
千
二
百
六
十
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
富
国
生
命
保
険
相
互
会
社
は
六
百
五

十
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
富
士
生
命
保
険
株
式
会
社
は
三
千
百
五
十
八
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
生
命
保
険
株
式

会
社
は
千
九
十
六
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
マ
ス
ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
生
命
保
険
株
式
会
社
は
七
百
四
十
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
マ
ニ

ュ
ラ
イ
フ
生
命
保
険
株
式
会
社
は
七
百
七
十
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
井
住
友
海
上
き
ら
め
き
生
命
保
険
株
式
会
社
は
千
五
百

二



四
十
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
井
住
友
海
上
シ
テ
ィ
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
生
命
保
険
株
式
会
社
は
七
千
七
百
四
十
一
・
五
パ

ー
セ
ン
ト
、
三
井
生
命
保
険
相
互
会
社
は
四
百
十
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
明
治
生
命
保
険
相
互
会
社
は
五
百
三
十
二
・
〇
パ
ー

セ
ン
ト
、
安
田
生
命
保
険
相
互
会
社
は
六
百
十
七
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
大
和
生
命
保
険
株
式
会
社
は
四
百
六
・
四
パ
ー
セ
ン

ト
と
な
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

前
記
の
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
・
マ
ー
ジ
ン
比
率
は
、
経
営
の
実
態
を
適
正
に
反
映
す
べ
く
、
会
計
監
査
人
の
監
査
等
を
経
た
決

算
を
基
に
、
法
令
に
定
め
ら
れ
た
方
式
に
従
い
算
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
二
条
第
二
項
又
は
第
二
百
四
条
第
二
項
に

基
づ
く
早
期
是
正
措
置
は
、
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
・
マ
ー
ジ
ン
比
率
が
二
百
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
場
合
に
は
発
動
さ
れ
な
い
（
保

険
業
法
第
百
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号
）
第

三
条
第
三
項
（
第
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
、
保
険
会
社
の
貸
借
対
照
表
の
資
産
の

部
に
計
上
さ
れ
る
べ
き
金
額
の
合
計
額
が
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
る
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
基
礎
と
し
て
金

三



融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
下
回
る
場
合
又
は
下
回
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
を
除

く
。
）
。

四
に
つ
い
て

繰
延
税
金
資
産
は
、
将
来
発
生
す
る
内
部
留
保
の
取
崩
し
等
に
よ
っ
て
生
じ
る
法
人
税
等
の
将
来
の
回
収
可
能
性
を
見
積

も
り
、
会
計
監
査
人
の
監
査
等
を
経
て
、
適
切
な
金
額
が
計
上
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
・
マ
ー
ジ
ン
比
率
に
係
る
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
・
マ
ー
ジ
ン
の
総
額
に
つ
い
て
、
開
示
を
保
険
会
社
に

義
務
付
け
て
お
り
、
繰
延
税
金
資
産
の
額
に
つ
い
て
も
、
貸
借
対
照
表
に
記
載
さ
れ
、
開
示
さ
れ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

保
険
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
可
能

と
な
る
契
約
条
件
の
変
更
の
手
続
（
以
下
「
契
約
条
件
変
更
手
続
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
保
険
会
社
は
、
契
約
条
件

の
変
更
が
や
む
を
得
な
い
理
由
等
に
加
え
、
経
営
責
任
に
関
す
る
事
項
を
保
険
契
約
者
に
十
分
説
明
し
、
そ
の
理
解
を
求
め

る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

六
に
つ
い
て

四



た
ん

契
約
条
件
変
更
手
続
は
破
綻
の
状
態
に
至
る
前
に
手
続
が
開
始
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
契
約
条
件
変
更
手
続

の
場
合
と
破
綻
処
理
の
場
合
と
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。

契
約
条
件
変
更
手
続
は
、
保
険
契
約
者
等
の
保
護
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
契
約
条
件
の
変
更
の
内
容
は
、

契
約
条
件
変
更
手
続
を
行
う
保
険
会
社
の
財
務
状
況
等
に
応
じ
て
、
適
切
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
基
本
的

に
は
保
険
契
約
者
の
利
益
に
資
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

契
約
条
件
変
更
手
続
は
、
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
お
け

る
更
生
手
続
（
以
下
単
に
「
更
生
手
続
」
と
い
う
。
）
に
比
べ
、
早
期
に
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
、
保
険
契
約
者
等

の
保
護
に
資
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

八
及
び
九
に
つ
い
て

契
約
条
件
変
更
手
続
の
場
合
の
基
金
等
の
取
扱
い
は
更
生
手
続
の
場
合
と
異
な
る
が
、
契
約
条
件
変
更
手
続
は
、
保
険
契

約
者
等
の
保
護
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
更
生
手
続
に
比
べ
早
期
に
手
続
が
開
始
さ
れ
る
と
と
も
に
、
保
険
会

社
・
保
険
契
約
者
間
の
手
続
に
よ
り
契
約
条
件
を
変
更
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
保
険
会
社
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
、

五



こ
う
し
た
改
正
法
の
趣
旨
等
を
踏
ま
え
適
切
に
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
保
険
会
社
の
経
営
状
況
等
に
つ
い
て
は
、
監
督
当
局
と
し
て
十
分
注
視
し
て
ま
い
り
た
い
。

十
、
十
一
及
び
十
七
に
つ
い
て

契
約
条
件
変
更
手
続
が
保
険
会
社
・
保
険
契
約
者
間
の
手
続
に
よ
り
契
約
条
件
を
変
更
す
る
仕
組
み
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
れ
ば
、
保
険
会
社
は
そ
の
手
続
の
中
で
、
契
約
条
件
の
変
更
が
や
む
を
得
な
い
こ
と
を
保
険
契
約
者
に
十
分
説
明
し
、
そ

の
理
解
を
求
め
る
こ
と
が
当
然
に
必
要
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
保
険
会
社
は
、
契
約
条
件
変
更
手
続
の
中
で
、
保
険
契
約
者
の
理
解
を
求
め
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
判

断
す
る
情
報
に
つ
い
て
自
ら
開
示
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
三
利
源
に
つ
い
て
は
、
各
保
険
会
社
の
競
争
戦
略
に
も
か
か
わ
る
内
部
管
理
指
標
で
あ
る
が
、
契
約
条
件
の
変
更

を
申
し
出
る
保
険
会
社
が
、
保
険
契
約
者
等
の
保
護
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
契
約
条
件
変
更
手
続
の
中
で
こ
れ
を
保
険
契
約

者
に
示
す
か
ど
う
か
は
、
経
営
戦
略
全
般
等
の
見
地
も
踏
ま
え
つ
つ
、
当
該
保
険
会
社
が
保
険
契
約
者
の
理
解
を
求
め
る
た

め
に
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

十
二
に
つ
い
て

六



生
命
保
険
会
社
の
経
営
内
容
等
は
各
社
ご
と
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
保
険
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
予
定
利
率
に

比
し
実
際
の
運
用
利
回
り
が
下
回
る
い
わ
ゆ
る
「
逆
ざ
や
」
は
、
多
く
の
保
険
会
社
に
お
い
て
経
営
を
圧
迫
す
る
要
因
と
な

っ
て
お
り
、
超
低
金
利
の
継
続
を
背
景
に
し
た
経
営
上
の
構
造
的
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

十
三
に
つ
い
て

過
去
の
破
綻
処
理
で
責
任
準
備
金
が
削
減
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
大
正
生
命
保
険
株
式
会
社
に
対
し
て
早
期
是
正
措
置
を

発
動
し
て
い
る
。
そ
の
経
緯
は
、
当
時
の
金
融
監
督
庁
の
立
入
検
査
を
踏
ま
え
た
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
・
マ
ー
ジ
ン
比
率
の
報
告

を
求
め
た
と
こ
ろ
、
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
早
期
是
正
措
置
を
発
動
し
た
も
の
で
あ
る
。

十
四
及
び
十
五
に
つ
い
て

総
代
会
が
相
互
会
社
の
社
員
総
会
に
代
わ
る
べ
き
機
関
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
総
代
に
つ
い
て
は
適
切
に
選
出
さ
れ

る
こ
と
が
重
要
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
総
代
の
選
出
方
法
は
定
款
で
定
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
各
相
互
会
社
に
お
い

て
は
、
総
代
候
補
者
選
考
委
員
会
が
選
考
し
た
総
代
候
補
者
に
つ
い
て
社
員
が
投
票
を
行
う
こ
と
等
の
適
正
な
手
続
を
経
て

総
代
を
選
出
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
各
相
互
会
社
に
お
い
て
は
、
総
代
の
氏
名
や
職
業
等
に
加
え
て
、
総
代
数
・
総
代
選
考
方
法
に
関
す
る
考
え
方
及

七



び
総
代
の
構
成
を
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
に
お
い
て
開
示
す
る
等
の
対
応
が
と
ら
れ
て
い
る
。

十
六
に
つ
い
て

総
代
会
は
、
社
員
総
会
に
代
わ
る
べ
き
機
関
と
し
て
、
社
員
の
う
ち
か
ら
選
出
さ
れ
た
総
代
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
意
思
決

定
機
関
で
あ
り
、契
約
条
件
変
更
手
続
に
お
い
て
も
総
代
会
に
お
い
て
適
切
な
意
思
決
定
が
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
契
約
条
件
変
更
手
続
に
お
い
て
は
、
保
険
契
約
者
の
権
利
の
保
護
の
観
点
か
ら
、
契
約
条
件
の
変
更
の
対
象
と
な

る
保
険
契
約
者
の
異
議
申
立
て
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

十
八
に
つ
い
て

保
険
会
社
は
、
契
約
条
件
変
更
手
続
の
中
で
、
契
約
条
件
の
変
更
の
内
容
や
契
約
条
件
の
変
更
が
や
む
を
得
な
い
理
由
等

を
保
険
契
約
者
に
十
分
説
明
し
、
そ
の
理
解
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

な
お
、
監
督
当
局
に
お
い
て
も
、
契
約
条
件
の
変
更
に
係
る
承
認
に
当
た
っ
て
は
、
保
険
契
約
者
等
の
保
護
の
見
地
か
ら

適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

十
九
に
つ
い
て

契
約
条
件
変
更
手
続
に
お
い
て
は
、
保
険
会
社
は
、
保
険
契
約
者
に
対
し
、
契
約
条
件
の
変
更
後
の
業
務
及
び
財
産
の
状
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況
の
予
測
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
契
約
条
件
変
更
後
に
お
い
て
も
、
保
険
業
の
安
定
的

な
継
続
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
経
営
努
力
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
十
に
つ
い
て

生
命
保
険
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
保
有
契
約
高
の
減
少
や
株
価
の
低
迷
等
に
加
え
、
超
低
金
利
の
継
続
に
よ
る
い
わ
ゆ
る

「
逆
ざ
や
」
問
題
に
よ
り
、
一
層
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
中
で
、
生
命
保
険
会
社
の
監
督
に
つ
い
て
は
、
経
営
状
況
の

早
期
是
正
を
図
る
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
・
マ
ー
ジ
ン
基
準
の
厳
格
化
や
、
保
険
契
約
者
等
の
保
護
に
資
す
る
情
報
開
示
の
強
化
を

図
る
な
ど
、
適
切
な
対
応
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
と
も
、各
生
命
保
険
会
社
の
経
営
改
善
努
力
が
有
効
に
効
果
を
発
揮
で
き
る
よ
う
な
制
度
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、

的
確
な
検
査
・
監
督
の
実
施
を
通
じ
て
、
生
命
保
険
会
社
の
経
営
の
健
全
性
の
確
保
や
保
険
契
約
者
等
の
保
護
に
努
め
て
ま

い
り
た
い
。

二
十
一
か
ら
二
十
三
ま
で
に
つ
い
て

法
第
三
百
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
「
重
要
な
事
項
」
と
は
、
例
え
ば
、
保
険
の
種
類
、
保
険
金
額
、
保
険
期
間
、

保
険
料
、
保
険
料
払
込
期
間
が
こ
れ
に
該
当
し
、
保
険
料
総
額
は
、
保
険
料
及
び
保
険
料
払
込
期
間
に
よ
り
算
出
で
き
る
も
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の
と
考
え
ら
れ
る
。

御
指
摘
の
明
治
生
命
保
険
相
互
会
社
の
「
ラ
イ
フ
ア
カ
ウ
ン
ト
Ｌ
Ａ
」
及
び
「
パ
イ
オ
ニ
ア
」
に
係
る
重
要
な
事
項
に
つ

い
て
は
、
保
険
募
集
人
が
保
険
加
入
時
に
保
険
契
約
者
に
対
し
て
配
付
す
る
契
約
の
し
お
り
等
の
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
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